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このパンフレットは、内航海運の現況を広く業界内外にご理解いただくため、（一財）内航海運安定
基金の委託を受け、日本内航海運組合総連合会が国土交通省海事局内航課の資料提供を得て製作し、
毎年7月の国民の祝日『海の日』に発行しているものです。
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リチウムイオン電池搭載型船（ハイブリッド船）

499総㌧
1,700重量㌧
LBDd（m） :  76.19×12.00×7.13

主機関 : 1,800PS
推進電動機兼軸発電機 : 発電 180kW/推進 300kW
電池充放電システム : 放電 711kW/充電 120kW
リチウムイオン電池 : 3,500kWh

可変ピッチ
プロペラ

（CPP）

減速機/クラッチ

ディーゼル主発電機

充放電制御盤

推進電動機 兼 軸発電機 蓄電池盤

蓄電池盤

軸発電電動機用
インバータ

   ■ 高い省エネ性能、環境負担性能
   ■ 停泊時、短距離航海において港湾内CO2ゼロエミッションを実現
   ■ 船員労務負担低減

11,674総㌧
6,100重量㌧
LBDd（m） : 171.00×27.00×23.27×6.80

7,432総㌧
6,887重量㌧
LBDd（m） : 136.25×21.00×9.20×6.00

コンテナ積載本数：20㌳で670本
うち冷凍コンテナ積載本数：110本

★ 印は鉄道建設・運輸施設整備支援機構との共有船

★

　内航船舶は近年、物流合理化の進展に伴い、物資別の専用船化が年々進んでいる。専用船は、特定の産業基礎資材等
の品質を保ち、安定的かつ迅速に、そして大量に輸送できるよう貨物の荷姿に適した船艙構造と荷役方式を採用してい
る。また、内航海運業界ではモーダルシフト、静脈物流への対応や、産業廃棄物などの輸送にも積極的に取り組んでいる。

各種内航船舶

一般貨物船（鋼材運搬船）

RORO 船

コンテナ船

12,379総㌧
18,568重量㌧
LBDd（m） : 149.00×24.20×12.00×8.40

セメント専用船

バイオマス･石炭混焼発電所向けに
石炭とパーム椰子殻を輸送する燃料専用船
2,978総㌧
2,435重量㌧
LBDd（m） : 79.00×18.00×5.50×3.84

★

PKS 兼石炭運搬船

3,854総㌧
6,350重量㌧
LBDd（m） : 98.00×16.00×8.30×6.58

油送船

749総㌧
1,099重量㌧
LBDd（m） : 63.50×11.50×4.80×4.20

★

★

液化ガス運搬船

労働環境改善船
1,215総㌧
2,470重量㌧
LBDd（m） : 76.00×12.80×5.65×4.90

★

　国土交通省が平成29年6月に公表した「内航未来創造プラン」の実現に向けた取組みとして、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成
30年度に労働環境改善船の制度を設け、船員の居住環境改善と労働負担軽減を図る船舶の建造を促進している。（15頁にも掲載）

ケミカル船

【リチウムイオン電池搭載型ハイブリット推進システム】

　通常はディーゼルエンジン運転で航行しながら、軸発電機の回
転でリチウムイオン電池を充電するが、陸上の電源供給設備から
急速充電も可能。湾内では充電したリチウムイオン電池で推進電
動機を駆動し、内燃機関を使用しない運航ができ､CO2排出ゼロも
可能とした。推進電動機の航行中は低騒音・低振動で、船員の労
務負荷も軽減できる。荷役、停泊時の船内電力もリチウムイオン
電池から給電でき無騒音、無振動の船内環境を確保できる。

一般貨物船資格

︱　C H A P T E R  1 　 ︱

内航貨物輸送1
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内航貨物輸送量の推移 
年度

輸送量（千㌧） 輸送活動量（億㌧㌔）
　 対45年度比 対前年度比 　 対45年度比 対前年度比

昭和 45 376,647 100.0 ——— 1,512 100.0 ———

50 452,054 120.0 90.2 1,836 121.4 95.4

55 500,258 132.8 97.2 2,222 147.0 98.4

60 452,385 120.1 100.5 2,058 136.1 98.0

平成   2 575,199 152.7 106.9 2,445 161.7 108.8

7 548,542 145.6 98.7 2,383 157.6 99.9

12 537,021 142.6 102.8 2,417 159.9 105.3

17 426,145 113.1 96.8 2,116 139.9 96.7

22 366,734 97.4 110.4 1,799 119.0 107.5

25 378,334 100.4 103.4 1,849 122.3 104.0

26 369,304 98.1 97.6 1,831 121.1 99.0

27 365,486 97.0 99.0 1,804 119.3 98.5

28 364,485 96.8 99.7 1,804 119.3 100.0

29 360,127 95.6 98.8 1,809 119.6 100.3

（注）国土交通省「内航船舶輸送統計年報」他による。ただし、調査方法が昭和49年度から変更になったため、45年度の輸送
　　実績は、これとの接続を考慮して算出した推計値である。

輸送機関別輸送量の推移
年度 輸送量（万㌧） 輸送活動量（百万㌧㌔） 平均輸送距離（Km） 

内航 自動車 鉄道 航空 計 内航 自動車 鉄道 航空 計 内航 自動車 鉄道 航空

昭和 45 37,665 
（7.82）

419,222 
（86.99）

25,036 
（5.19）

12
（0.00）

481,935 
（100.00）

151,243 
（49.09）

93,758
（30.43）

63,031
（20.46）

74
（0.02）

308,106
（100.00） 402 22 252 617

50 45,205 
（9.57）

408,964 
（86.60）

18,062 
（3.82）

19
（0.00）

472,250 
（100.00）

183,579 
（57.25）

89,896
（28.03）

47,058
（14.67）

152
（0.05）

320,685
（100.00） 406 22 261 800

55 50,026 
（8.81）

501,763 
（88.32）

16,282 
（2.87）

33
（0.01）

568,104 
（100.00）

222,173 
（57.91）

123,777
（32.26）

37,428
（9.76）

290
（0.08）

383,668
（100.00） 444 25 230 879

60 45,239 
（8.35）

486,827 
（89.86）

9,629 
（1.78）

54
（0.01）

541,749
（100.00）

205,818 
（55.68）

141,393
（38.25）

21,919
（5.93）

482
（0.13）

369,612
（100.00） 455 29 228 893

平成   2 57,520 
（8.85）

583,832 
（89.81）

8,662 
（1.33）

87
（0.01）

650,101
（100.00）

244,546 
（53.22）

186,921
（40.68）

27,196
（5.92）

799
（0.17）

459,462
（100.00） 425 32 314 918

7 54,854 
（8.49）

583,666 
（90.31）

7,693 
（1.19）

96
（0.01）

646,309 
（100.00）

238,330 
（51.23）

200,835
（43.17）

25,101
（5.40）

924
（0.20）

465,190
（100.00） 434 34 326 963

12 53,702 
（8.49）

572,940 
（90.56）

5,927 
（0.94）

110
（0.02）

632,679 
（100.00）

241,671 
（50.61）

212,632
（44.53）

22,136
（4.64）

1,075
（0.23）

477,514
（100.00） 450 37 373 977

17 42,615 
（7.75）

501,653 
（91.27）

5,247 
（0.95）

108 
（0.02）

549,623 
（100.00）

211,576 
（45.76）

226,896
（49.07）

22,813
（4.93）

1,075
（0.23）

462,360
（100.00） 496 45 435 995

22 36,673
（7.41）

453,810 
（91.69）

4,365
（0.88）

100
（0.02）

494,948 
（100.00）

179,898
（40.20）

246,175
（55.01）

20,398
（4.56）

1,032
（0.23）

447,503
（100.00） 491 54 467 1,032

25 37,833
（7.93）

434,575
（91.12）

4,410
（0.92）

104
（0.02）

476,922 
（100.00）

184,860
（43.90）

214,092
（50.84）

21,071
（5.00）

1,100
（0.26）

421,123 
（100.00） 489 49 478 1,058

26 36,930 
（7.81）

431,584
（91.25）

4,342
（0.92）

106
（0.02）

472,962
（100.00）

183,120
（44.10）

210,008
（50.57）

21,029
（5.06）

1,125
（0.27）

415,282
（100.00） 496 49 484 1,061

27 36,549
（7.78）

428,900
（91.28）

4,321
（0.92）

105
（0.02）

469,875
（100.00）

180,381
（44.28）

204,316
（50.16）

21,519
（5.28）

1,120
（0.27）

407,336
（100.00） 494 48 498 1,067

28 36,449
（7.61）

437,827
（91.45）

4,409
（0.92）

100
（0.02）

478,785
（100.00）

180,438
（43.68）

210,316
（50.92）

21,265
（5.15）

1,046
（0.25）

413,065
（100.00） 495 48 482 1,046

29 36,013
（7.52）

438,125
（91.51）

4,517
（0.94）

101
（0.02）

478,756
（100.00）

180,934
（43.65）

210,829
（50.86）

21,663
（5.23）

1,081
（0.26）

414,507
（100.00） 502 48 480 1,070

※国土交通省資料より作成。
（注）①（　　）は、輸送機関別のシェア（%）である。②自動車は出典資料の統計方法の変更に伴い、過去に遡って全て修正している。③航空には超過手荷物、郵便物を含む。④自動車は平成2年度より軽自動車を含む数字である。

 　⑤単位未満の端数については四捨五入しているため、合計と内計が一致しない場合もある。

50
年度

55
年度

60
年度

平成
2年
度

7年
度

12
年度

17
年度

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

昭和
45
年度

輸
送
活
動
量

　億
㌧
㌔

輸
送
量

　千
㌧

＝輸送活動量（億㌧㌔）＝輸送量（千㌧）

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

平成29年度

輸送機関別
輸送活動量
㌧㌔ベース

鉄道  5.2%

航空  0.3%

自動車  50.9%

内航  43.7%

　内航貨物輸送量は、輸送トン数では対前年度比1.2%の減少、輸送トンキロでは対前年度比で0.3%の増加となった。 　国内輸送機関別輸送量に占める内航海運のシェアは、輸送量では8％であるが、輸送活動量では44％に及んでいる。
　これは、内航海運が長距離・大量輸送に適した輸送機関であることを示している。内航海運は、平成29年度の平均輸送
距離でみると502kmで、自動車の10倍である。

輸送量 輸送機関別輸送量

︱C H A P T E R  1  ︱ 内 航 貨 物 輸 送
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主要品目別内航輸送量（平成29年度） 
輸送活動量 輸送量

百万㌧㌔ % 万㌧ %

石油製品 40,605 22.4 7,992 22.2

石灰石等 36,101 20.0 6,964 19.3

製造工業品 22,196 12.3 2,583 7.2

鉄鋼等 19,493 10.8 4,536 12.6

セメント 17,548 9.7 3,446 9.6

特種品 12,973 7.2 2,299 6.4

化学薬品・肥料・その他 12,692 7.0 2,697 7.5

砂・砂利・石材 5,710 3.2 1,953 5.4

自動車等 5,521 3.1 806 2.2

その他製品等 2,403 1.3 627 1.7

農林水産品 2,299 1.3 391 1.1

石炭 1,962 1.1 1,348 3.7

その他産業原材料 1,417 0.8 373 1.0

合計 180,920 100.0 36,013 100.0

（注）①国土交通省「内航船舶輸送統計年報」（平成29年度）より抜粋。
　　②単位未満の端数については四捨五入しているため、合計と内計が一致しない場合もある。

品目
区分 区分 平成21年3月31日 平成26年3月31日 平成31年3月31日

船種 隻数 総㌧数 隻数 総㌧数 隻数 総㌧数

その他貨物船 3,697 1,745,958
（472） 3,445 1,746,235

（507） 3,500 2,096,231
（599）

自動車専用船 30 130,271
（4,342） 18 91,851

（5,103） 12 49,569
（4,131）

セメント専用船 155 396,586
（2,559） 141 384,561

（2,727） 135 386,967
（2,866）

砂・砂利・石材専用船 517 313,929
（607） 374 231,178

（618） 333 213,849
（642）

貨物船計 4,399 2,586,744
（588） 3,978 2,453,825

（617） 3,980 2,746,616
（690）

油送船 1,065 774,146
（727） 971 956,359

（985） 934 938,230
（1,005）

特殊タンク船 345 204,706
（593） 300 198,841

（663） 287 198,069
（690）

合計 5,809 3,565,596
（614） 5,249 3,609,025

（688） 5,201 3,882,915
（747）

（注） ①内外航併用船及び港運併用船を含み、通関前の塩の二次輸送船、原油の二次輸送船及び沖縄復帰にかかわる石油製品用許認可船を含まない。
 ② 20総㌧未満の営業船を含む。
 ③砂・砂利・石材専用船は、一時的に空港建設に係る工事の期間のみ就航する船舶を含む。
 ④（　）内は平均総㌧数である。

　内航貨物輸送量を主要品目別にみると、石油製品、石灰石、鉄鋼等、セメント、砂利・砂・石材、化学薬品・肥料、石炭、
製造工業品、自動車等の産業基礎物資９品目で輸送トンキロ、輸送トン数ともに89％を占めている。

平成29年度

輸送活動量
㌧㌔ベース

石油製品  22.4%

その他産業原材料  0.8%

石炭  1.1%

石灰石等  20.0%

製造工業品  12.3%

鉄鋼等  10.8%

セメント  9.7%

化学薬品・肥料・その他  7.0%

特種品  7.2%

砂・砂利・石材  3.2%

自動車等 3.1%

農林水産品  1.3%

その他製品等  1.3%
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■■ 船腹量の推移 （平成1年を100とした指数）

（各年3月31日現在）

平成 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

主要品目別内航輸送量

船種別状況
　内航船舶は平成31年3月31日現在5,201隻、388万2,915総トンとなっている。船種別ではその他貨物船が隻数
比67％、総トン数比54％を占めている。また油送船は隻数比18％、総トン数比24％となっている。
　平均総トン数では自動車専用船が4,131総トンと最も大きく、セメント専用船が2,866総トン、油送船が1,005総ト
ン、その他貨物船が599総トンとなっている。

︱C H A P T E R  1  ︱ 内 航 貨 物 輸 送 ︱　C H A P T E R  2 　 ︱

内航船舶2
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～19総㌧  27.7%

4,500～6,499総㌧  1.1%

2,000～2,999総㌧  1.3%

400～499総㌧  20.4%

3,000～4,499総㌧  3.4%

500～699総㌧  3.0%

1,000～1,999総㌧  2.5%

6,500総㌧～  2.0%

700～999総㌧  8.5%

100～199総㌧  13.3%

20～99総㌧  6.4%

200～299総㌧  6.5%

300～399総㌧  3.8%

隻数合計
（構成比％）

平成31年3月31日現在

平成
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60

40

20

0

構成比％

年度

　 内航船船齢構成の推移■ ＝14年以上 ＝7～14年 ＝1～7年 ＝新造船

（注）ここでいう新造船とは、各年度末時点での船齢0歳船（進水ベース）を抽出・集計したものである。

1

5151

2525

2222

33

2

5050

2525

2323

22

3

5050

2525

2323

22

4

4949

2525

2323

33

5

4747

2525

2424

44

6

4747

2525

2525

33

7

4646

2626

2525

33

8

4343

2828

2727

22

9

4444

2929

2626

11

10

4545

3030

2424

11

11

4444

3333

2222

00

12

4545

3737

1818

11

13

4747

3636

1616

11

14

4848

3737

1313

11

15

5151

3737

1010

11

16

5555

3636

99

11

17

5757

3333

99

11

18

6161

2929

99

11

19

6666

2323

99

22

20

6969

2020

1010

22

21

7272

1616

1111

11

22

7474

1313

1212

11

23

7474

1212

1212

11

24

7474

1313

1212

11

25

7272

1313

1313

22

26

7171

1414

1313

22

27

7272

1414

1313

22

28

7272

1414

1313

22

29 30

7171 7070

1414 1414

1414 1414

22 22

船型
平成21年3月31日 平成31年3月31日

隻数
（構成比 %）

総㌧数
（構成比 %）

油送船（注） 貨物船（注） 合計
隻数（構成比%） 総㌧数（構成比%） 隻数（構成比%） 総㌧数（構成比%） 隻数（構成比%） 総㌧数（構成比%）

〜 19 総㌧ 1,387
31.5 

19,925
1.4 

106 8.7 1,788 0.2 1,336 33.6 18,775 0.7 1,442 27.7 20,562 0.5 

20      〜 99 総㌧ 444 31,495 128 10.5 9,859 0.9 204 5.1 13,201 0.5 332 6.4 23,061 0.6 

100    〜 199 総㌧ 1,163 20.0 203,483 5.7 199 16.3 34,352 3.0 491 12.3 84,120 3.1 690 13.3 118,472 3.1 

200    〜 299 総㌧ 269 4.6 69,264 1.9 46 3.8 12,208 1.1 293 7.4 75,971 2.8 339 6.5 88,179 2.3 

300    〜 399 総㌧ 212 3.6 74,436 2.1 60 4.9 21,176 1.9 139 3.5 48,350 1.8 199 3.8 69,526 1.8 

400    〜 499 総㌧ 1,186 20.4 578,409 16.2 228 18.7 112,248 9.9 834 21.0 409,044 14.9 1,062 20.4 521,292 13.4 

500    〜 699 総㌧ 274 4.7 180,280 5.1 43 3.5 27,421 2.4 113 2.8 70,540 2.6 156 3.0 97,961 2.5 

700    〜 999 総㌧ 333 5.7 274,463 7.7 227 18.6 189,053 16.6 216 5.4 169,128 6.2 443 8.5 358,181 9.2 

1,000 〜 1,999 総㌧ 161 2.8 239,294 6.7 29 2.4 45,344 4.0 101 2.5 144,904 5.3 130 2.5 190,248 4.9 

2,000 〜 2,999 総㌧ 104 1.8 283,642 8.0 27 2.2 72,264 6.4 42 1.1 109,376 4.0 69 1.3 181,640 4.7 

3,000 〜 4,499 総㌧ 144 2.5 533,002 14.9 120 9.8 442,266 38.9 58 1.5 221,243 8.1 178 3.4 663,509 17.1 

4,500 〜 6,499 総㌧ 55 0.9 285,457 8.0 4 0.3 18,107 1.6 52 1.3 270,349 9.8 56 1.1 288,456 7.4 

6,500 総㌧〜 77 1.3 792,445 22.2 4 0.3 150,213 13.2 101 2.5 1,111,615 40.5 105 2.0 1,261,828 32.5 

合計 5,809 100.0 3,565,595 100.0 1,221 100.0 1,136,299 100.0 3,980 100.0 2,746,616 100.0 5,201 100.0 3,882,915 100.0 

うち 100 総㌧以上 3,978 68.5 3,514,175 98.6 987 80.8 1,124,652 99.0 2,440 61.3 2,714,640 98.8 3,427 65.9 3,839,292 98.9 

平均総㌧ 614 931 690 747
（注） ①内外航併用船及び港運併用船を含み、通関前の塩の二次輸送船、原油の二次輸送船及び沖縄復帰にかかわる石油製品用許認可船を含まない。
 ②20総㌧未満の営業船を含む。
 ③ここでは油送船に油送船、特殊タンク船の数値の合計を、貨物船にセメント専用船、自動車専用船、砂・砂利・石材専用船、その他貨物船の数値の合計を計上している。

区分
隻数 総㌧数

油送船（注） 貨物船（注） 合計 油送船（注） 貨物船（注） 合計

船齢 隻数 構成比
% 隻数 構成比

% 隻数 構成比
%

総㌧数
単位 : 千㌧ 平均㌧数 構成比

%
総㌧数

単位 : 千㌧ 平均㌧数 構成比
%

総㌧数
単位 : 千㌧ 平均㌧数 構成比

%

新造船 29 2.4 61 1.5 90 1.7 32 1,103 2.8 110 1,803 4.0 142 1,578 3.7

1 〜 7 228 18.7 512 12.9 740 14.2 318 1,395 28.0 735 1,436 26.8 1,053 1,423 27.1

7 〜 14 258 21.1 482 12.1 740 14.2 386 1,496 34.0 513 1,064 18.7 899 1,215 23.2

 14 〜 706 57.8 2,925 73.5 3,631 69.8 399 565 35.2 1,387 474 50.5 1,786 492 46.0

合計 1,221 100.0 3,980 100.0 5,201 100.0 1,135 930 100.0 2,745 690 100.0 3,880 746 100.0

（注） ①内外航併用船及び港運併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船及び沖縄復帰にかかわる石油製品用許認可船を含まない。
 ②年齢不詳船舶を除く。
 ③20総㌧未満の営業船を含む。
 ④ここでは油送船に油送船、特殊タンク船の数値の合計を、貨物船にセメント専用船、自動車専用船、砂・砂利・石材専用船、その他貨物船の数値の合計を計上している。

平成31年3月31日現在

　内航船舶の船型別構成を登録船（100総トン以上）でみると、隻数比で499総トン以下が68％、1,000総トン以上が16％
となっている。また、船型の大型化が年々進み、内航船舶全体の平均総トン数は10年前に比べ21％の大型化がみられる。

　内航船舶を船齢別にみると7年未満が隻数比16％、総トン数比31％となっている。また、14年以上の老齢船は隻数比
70％、総トン数比46％を占めている。
　船齢別平均船型は14年未満が1,000総トンを超えているのに対し、14年以上の老齢船が492総トンとなっており、小型
船ほど老齢化が進んでいるといえる。

船型別状況 船齢別状況

︱C H A P T E R  2  ︱ 内 航 船 舶
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内航海運における環境対策
（モーダルシフトに資する船舶における低炭素機器導入促進事業）

荷主

1,308

185

1,411

元請運送事業者（オペレーター）

2次・3次 
運送事業者（オペレーター）

貸渡事業者（オーナー）

荷主と契約し貨物を運送する事業者
上位60社の輸送契約量は総輸送量の8割を占める

船を建造し船員を乗せ、
オペレーターに船を貸す事業者（船主）

　平成17年4月1日に施行された改正内航海運業法では、許可制が登録制へと規制緩和されたことにより、許可事業者
は登録事業者となった。
　なお、同時に内航運送業及び内航船舶貸渡業の事業区分も廃止された。

内航海運実事業者数
区分 登録事業者 届出事業者 合計

運送事業者数 623 870 1,493

貸渡事業者数 1,239 172 1,411

合計 1,862 1,042 2,904

（注）①登録運送業 = 登録運送業のみ、または登録貸渡業、届出運送業、届出貸渡業のいずれかも併せて行っている者。
       ②登録貸渡業 = 登録貸渡業のみ、または届出運送業、届出貸渡業のいずれかも併せて行っている者。
       ③届出運送業 = 登録運送業及び登録貸渡業を行わず、届出運送業のみ、または届出貸渡業も併せて行っている者。
       ④届出貸渡業 = 届出貸渡業のみを行っている者。
       ⑤休止等事業者を除く。

平成31年3月31日現在

■業界構造
　内航海運事業者は、小規模事業者が主体で後継者の確保が難しくなっている。登録貸渡事業者1,239社のうち約6
割が1隻所有の一杯船主である。

　内航海運事業者数は平成31年3月31日現在3,408であるが、このうち休止等事業者が504あり、営業事業者は
2,904である。
　その内訳は、登録事業者数では運送事業者が623、貸渡事業者が1,239の計1,862である。届出事業者では運送事
業者が870、貸渡事業者が172の計1,042である。

（注）登録事業者とは、総㌧数が100㌧以上または長さ30m以上の船舶による内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者をいう。
　　届出事業者とは、総㌧数が100㌧未満かつ長さ30m未満の船舶による内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者をいう。

内航海運事業者数

■■ 内航船新造隻数の推移（当該年度に進水した船舶数）

※国土交通省海事局資料より抜粋。
（注）上記集計表は各年度末時点での船齢0歳船（進水ベース）を抽出・集計したものである。

平成 年度
0

50

100

150

200

250

300

350
隻数

1

261

2

199

3

216

4

255

5

325

6

220

7

233

8

178

9

89

10

63

11

26

12

76

13

92

14

56

15

47

16

46

17

73

18

76

19

100

20

87

21

73

22

59

23

70

24

74

25

91

26

83

27

87

28

80

29 30

93 90

　国土交通省は環境省と連携して、内航海運におけるCO2排出削減に向けた施策として、2017年度より
既存船に対する省エネ設備・機器の導入経費について補助を行っている。

【SESの竣工例】	 8隻（2018年度時点）
【補助割合】	 1/3
【実施団体】	 一般財団法人環境優良車普及機構（http://www.levo.or.jp/）

【補助対象設備・機器】
　2018年度では、補助対象設備・機器は「低燃費ディーゼル主機」及び「高効率プロペラ」のみであったが、
2019年度より船体表面をマイクロバブルで覆い摩擦抵抗を低減させる「空気潤滑システム」、燃料の着火
性を改善して燃焼速度を向上し、燃費を良くする「燃料改質器」、ジャイロコンパスなどの計器からの情報
をもとに、常に適正な進路を保つことで、燃料消費量抑制を図る「船首方位制御装置」が新たに対象設備・
機器として追加された。

«2019年度追加»

低燃費ディーゼル主機 高効率プロペラ機器 空気潤滑システム 燃料改質器 船首方位制御装置

︱C H A P T E R  2  ︱ 内 航 船 舶 ︱　C H A P T E R  3 　 ︱

内航海運事業者3
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年月日 運送事業者数 貸渡事業者数 合計 備考

昭和42年3月31日 9,149 1,792 10,941 昭和42年4月1日許可制移行
45年3月31日 1,175 9,129 10,304 昭和44年10月1日許可制完全実施
47年3月31日 897 6,057 6,954 昭和46年8月1日許可対象を100G/T以上に変更
50年3月31日 901 6,051 6,952 昭和50年度以降、実事業者数
55年3月31日 794 5,322 6,116 

60年3月31日 750 4,868 5,618 

平成   2年3月31日 725 3,463 4,188 平成2年度以降、実事業者数（休止等事業者を除く）
   7年3月31日 712 3,124 3,836 

  12年3月31日 680 2,671 3,351 

 17年3月31日 613 2,206 2,819 平成17年4月1日登録制移行
 22年3月31日 701 1,686 2,387

 23年3月31日 677 1,624 2,301

 24年3月31日 664 1,567 2,231

 25年3月31日 652 1,513 2,165

 26年3月31日 647 1,450 2,097

 27年3月31日 641 1,395 2,036

28年3月31日 637 1,344 1,981

29 年3月31日 633 1,317 1,950

30 年3月31日 640 1,290 1,930

31年3月31日 623 1,239 1,862
（注）平成 17 年 3 月 31 日以前は許可事業者であったが、同年 4 月 1 日以降は登録事業者となった。

資本金別登録事業者数 

区分
運送業 貸渡業 合計

（実事業者数）
事業者

数
構成比
（%）

事業者
数

構成比
（%）

事業者
数

構成比
（%）

個人 16 2.6 95 7.7 111 6.0

1,000万円未満 115 18.5 484 39.1 599 32.2

5,000万円未満 318 51.0 560 45.2 878 47.2

3 億円未満 102 16.4 56 4.5 158 8.5

5 億円未満 22 3.5 23 1.9 45 2.4

5 億円以上 50 8.0 21 1.7 71 3.8

合計 623 100.0 1,239 100.0 1,862 100.0

登録事業者の企業規模
　登録事業者の企業規模では、資本金3億円未満及び個人の事業者が全体の94％を占め、とりわけ5,000万円未満の
法人及び個人が85％を占めている。使用隻数では運送事業者は5隻以上が28％を占めている。貸渡事業者では複数隻
事業者が40％となっている。
　また、使用船腹量では、運送事業者は2,000総トン以上が32％（10,000総トン以上が10％）を占めており、貸渡事業
者では500総トン以上が48％ (2,000総トン以上が20％）となっている。

（注） 以下の表中の単位未満の端数については端数処理のため、合計と内計が一致しない場合もある。

平成31年3月31日現在

運航隻数別にみた運送事業者数 

運航隻数 事業者数 構成比（%）

1 隻 241 38.7

2 隻 98 15.7

3 隻 57 9.1

4 隻 50 8.0

5 隻以上 177 28.4

合計 623 100.0

0

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

者数

年平成

貸渡事業者数

運送事業者数

30 312928272625242322212019181716151413121110987654321

■　 内航海運実事業者数の推移

資本金別
事業者数
（構成比％）

平成31年3月31日現在

隻数別
運送事業者数

（構成比％）
平成31年3月31日現在

5,000万円未満  

47.2%

3億円未満  

8.5%

5億円未満  2.4%

4隻  8.0%

1,000万円未満  

32.2%

5億円以上  3.8%

個人  6.0%

1隻  38.7%

2隻  15.7%

3隻  9.1%

5隻以上  28.4%

■ 業種別登録（許可）事業者数の推移

︱C H A P T E R  3  ︱ 内 航 海 運 事 業 者
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貸渡船腹量別にみた貸渡事業者数 

貸渡船腹量 事業者数 構成比（%）

〜    199 総㌧ 223 18.0

200 〜    299 総㌧ 113 9.1

300 〜    499 総㌧ 306 24.7

500 〜    999 総㌧ 209 16.9

1,000 〜 1,999 総㌧ 138 11.1

2,000 総㌧〜   250 20.2

合計 1,239 100.0

運航船腹量別にみた運送事業者数 

運航船腹量 事業者数 構成比（%）

〜   199 総㌧ 65 10.4

200 〜    999 総㌧ 257 41.3

1,000 〜 1,999 総㌧ 100 16.1

2,000 〜 4,999 総㌧ 83 13.3

5,000 〜 9,999 総㌧ 59 9.5

10,000 総㌧〜 59 9.5

合計 623 100.0

貸渡隻数別にみた貸渡事業者数
貸渡隻数 事業者数 構成比（%）

1 隻 742 59.9

2 隻 251 20.3

3 隻 114 9.2

4 隻 53 4.3

5 隻以上 79 6.4

合計 1,239 100.0

金融機関では
支援に限界

99.6%が中小企業

船舶以外の資産に乏しく担保力が不足

初期投資額が多額で耐用年数は短い

船舶建造のための技術力が乏しい

内航海運業の特徴

他の金融機関では
対応不可能

無担保

長期・低利の資金支援

専門技術者による技術支援
共有建造制度の特徴

　共有建造制度とは、船舶を建造する際、海上運送事業者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がその費用
を分担し、竣工後も両者の共有として、海上運送事業者が船舶を使用管理する方式である。同機構は政府資金等により、
企業規模が小さく資金力に乏しい海上運送事業者を共有建造方式で資金・技術の両面から支援し、モーダルシフトの推
進、スーパーエコシップの建造促進等による環境対策及び物流の効率化等を図っている。
　また、同機構では共有建造のほか、①内航船舶に対する技術指導、②内航船舶近代化のための調査研究、③竣工後の技
術支援等を通じて総合的に内航海運業界の基盤強化に力を注いでいる。

　内航海運業者は、大半が担保余力の乏しい中小企業であるため、民間金融機関から建造に必要な資金の融資を受ける
ことは困難である。このような状況下、無担保かつ長期・低利の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による
共有建造制度の重要性、必要性が従来にも増して高まりつつある。

共有建造制度に関するお問い合わせは下記へ
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 　共有船舶建造支援部建造促進課 　☎045-222- 9138

共有建造制度とは

共有建造制度の重要性

船腹量別
運送事業者数

（構成比％）
平成31年3月31日現在

隻数別
貸渡事業者数

（構成比％）
平成31年3月31日現在

船腹量別
貸渡事業者数

（構成比％）
平成31年3月31日現在

4隻  4.3%

3隻  9.2%

5隻以上  6.4%

1隻  59.9%

2隻  20.3%

2,000総㌧～  20.2% ～199総㌧  18.0%

24.7%

300～499総㌧16.9%

500～999総㌧

11.1%

1,000～
1,999総㌧ 9.1%

200～
299総㌧

13.3%

～199総㌧  10.4%

41.3%

200～999総㌧

10,000総㌧～  9.5%

9.5%

5,000～9,999総㌧

16.1%

1,000～
1,999総㌧

2,000～
4,999総㌧

先進二酸化炭素低減化船
　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の「先進二酸化炭素低減化船」は、二酸
化炭素排出量削減率16％以上の省エネ性能を要求する船舶であり、平成22年度に船舶
共有建造制度に取り入れて以来、今日までに21隻が建造されている。要件に合致して認
定され、船舶共有建造制度を利用するものには、基準金利から0.3％が低減される。認定
に必要となる水槽試験の費用・負担を軽減できるモデル船型の普及にも努めている。

労働環境改善船　詳細は3頁参照最近5年間の内航船舶共有建造実績 

船種 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

貨物船 隻数 4 4 5 6 8
総㌧数 2,107 16,648 11,597 40,347 27,771

油送船 隻数 3 6 6 4 7
総㌧数 5,604 4,992 2,946 8,776 3,545

その他 隻数 5 5 5 3 3
総㌧数 15,858 17,998 3,495 7,248 2,094

合計 隻数 12 15 16 13 18
総㌧数 23,569 39,638 18,038 56,371 33,410

（注） ①内定ベース。②貨物船の欄は、石灰石専用船、RORO船、コンテナ専用船等を含む。③油送船の欄は、ケミカル船等を含む。
 ④その他の欄は、自動車専用船、セメント専用船、特殊タンク船等を含む。

【セメント専用船】

【ケミカル船】
499総㌧　1,230m3

LBDd（ｍ） : 60.00×10.00×4.50×4.221

︱C H A P T E R  3  ︱ 内 航 海 運 事 業 者 ︱　C H A P T E R  4 　 ︱

共有建造制度4
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キロジュール／㌧㌔

鉄道

営業用貨物車

自家用貨物車

内航海運

航空（国内線）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

（資源エネルギー庁『総合エネルギー統計』、国土交通省『鉄道輸送統計』『自動車輸送統計』『航空輸送統計』『内航船舶輸送統計』から試算）

18,46218,462

18,24218,242

3,3783,378

179179

527527

（平成29年度）

g-CO2/㌧㌔

（平成29年度）

鉄道

営業用貨物車

自家用貨物車

内航海運

0 1,400800 1,000 1,200600400200

編集者参考：（（独）国立環境研究所）温室効果ガス排出量、（国土交通省）自動車統計年報、（同）鉄道輸送統計年報、
　　　　　　（同）内航輸送統計年報より算定。 

1,1771,177

2020

3838

232232

1㌧㌔輸送するのに必要なエネルギー消費量

貨物輸送機関の二酸化炭素排出原単位

　近年、世界的な規模で省エネルギーが大きな課題となっており、国内貨物輸送の分野でもエネルギー効率のよい輸送が
求められている。内航海運は、1トンの貨物を1km運ぶのに必要とするエネルギー消費量が営業用貨物車の約1/6、また、
CO2排出原単位でも約1/5と、エネルギー効率がよく、環境にもやさしい輸送モードである。
　国内の貨物輸送の分野では、トラックへの過度の依存から生じた道路混雑や騒音公害への対応と、二酸化炭素排出の削
減を目指す地球温暖化対策等の環境問題への取り組みが強く求められている。そこで、トラックが運んでいる貨物の一部を
二酸化炭素の排出が少なく、エネルギー効率のよい内航海運や鉄道に振り替える“モーダルシフト”が推進されている。
　内航海運は、このように地球環境の保全に大きく貢献しており、エネルギー効率がよく、『地球にやさしい内航海運』への
期待がますます高まっている。

　当総連合会ではボランタリープランとして、令和2年度における二酸化炭素排出量を、平成2年度比で31%削減した
「590万トン」とする目標を立て、平成25年度以降取り組んでいる。
　平成29年度では、前年度に比較し、生産活動量（輸送㌧㌔）は輸送需要の低迷により僅かに増加（0.04％）したもの
の、ほぼ横ばいで推移し、二酸化炭素排出量も1.4％減少した。平成29年度の排出量は、平成2年度の859万トンに対
し703万トンとなり、156万トン（18％）減少した。
　二酸化炭素排出原単位（1トンの貨物を1km運ぶのに必要な燃料消費量に係数をかけて算出する）では、平成 29
年度が前年度に比較し1.8％減少した。

エネルギー効率のよい内航海運 内航海運の二酸化炭素排出削減への取り組み

︱　C H A P T E R  5 　 ︱

環境にやさしい内航海運5
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平成31年4月1日現在〈略称〉

令和元年度　役員

会　長 栗林 宏𠮷 栗林商船（株） 社長　〈大型〉

副会長 中島 正歳 （株）商船三井内航 社長　〈大型〉

副会長 藏本 由紀夫 吉祥海運（株） 社長　〈全海運〉

副会長 筒井 健司 昭和日タン（株） 社長　〈内タン〉　
副会長 後藤田 直哉 豊益海漕（株） 社長　〈内輸〉

副会長 瀬野 和博 正和汽船（株） 社長　〈全内船〉

理事長 加藤 由起夫 （常　勤）

理　事 菅原 泰 NSユナイテッド内航海運（株） 社長　〈大型〉

理　事 深水 保廣 松島輸送船（株） 社長　〈全海運〉

理　事 岡本 信也 岡本海運（株） 社長　〈全海運〉

理　事 村田 泰 八重川海運（株） 社長　〈全海運〉

理　事 内藤 吉起 邦洋海運（株） 会長　〈内タン〉

理　事 田渕 訓生 田渕海運（株） 社長　〈内タン〉

理　事 榎本 成男 （株）榎本回漕店 社長　〈内輸〉

理　事 岩佐 道秀 神鋼物流（株） 社長　〈内輸〉

理　事 久本 久治 久本汽船（株） 社長　〈全内船〉

理　事 関田 拓生 安芸海運（株） 社長　〈全内船〉

監　事 馬越 正文 鶴見サンマリン（株）社長　〈内タン〉

監　事 系井 辰夫 （株）フジトランスコーポレーション 社長　〈内輸〉

監　事 奥村 恭史 福寿船舶（株） 社長　〈全内船〉

■ 政策委員会
■ 総務・財務委員会

■ 広報委員会

■ 総務・財務委員会

■ 運賃・用船料委員会
■ 船員対策委員会

■ 不公正取引防止委員会
■ 環境安全委員会

■ 建造認定委員会
■ 被代替船認定委員会

■ 懲罰委員会

　内航海運業界は、内航海運組合法に基づき、事業形態及び企業規模によって異なる5つの全国的な規模の海運組合
（うち1つは連合会）を組織している。
　これら5組合は、その総合調整機関として日本内航海運組合総連合会を構成し、内航総連合会において内航海運暫
定措置事業、船員対策等の各種事業を実施している。
　内航総連合会は、各種委員会を設け、5組合から選出される委員によって委員会を運営している。

組合構成
内航大型船輸送海運組合	 〈大型〉

会長　中島 正歳

全国海運組合連合会	 〈全海運〉

会長　藏本 由紀夫

全国内航タンカー海運組合	 〈内タン〉

会長　筒井 健司

全国内航輸送海運組合	 〈内輸〉

会長　後藤田 直哉

全日本内航船主海運組合	 〈全内船〉

会長　瀬野 和博

組合員は、主として1,000総㌧以上の貨物船オペレーターで、外航船社系列または定期航路業者が主体

海運組合または海運組合連合会を会員とした中央組合で、傘下の組合員は主に地方の船主、オペレーターが主体。組合員数最大の組合

石油・ケミカル・ガス製品等を輸送するタンカーの船主、オペレーターにより構成される組合で、石油等の輸送機関別㌧㌔シェアは約85%

主として大手貨物船オペレーターで構成され、最大の貨物船市場シェアを有している

主として中型の貨物船を所有する船主により構成される組合

会員数
船腹量

隻数 総㌧数 重量㌧数
26社 181 790,539 825,743

会員数
船腹量

隻数 総㌧数 重量㌧数
73社 436 668,928 1,010,416

会員数
船腹量

隻数 総㌧数 重量㌧数
338社 492 509,319 930,188

会員数
船腹量

隻数 総㌧数 貨物艙容積  m3

526社 896 884,817 1,622,478

会員数 船腹量
直接組合 間接組合 隻数 総㌧数 重量㌧数

1,569社 18 26 1,945 1,421,921 2,792,766

日本内航海運組合総連合会

総　会

理事会

事務局

理事長

政策委員会

広報委員会

総務・財務委員会

建造認定委員会

被代替船認定委員会

運賃・用船料委員会

船員対策委員会

環境安全委員会

不公正取引防止委員会

懲罰委員会

総務部

広報室

経理部

調査企画部

事業部

（担当委員会）

Ⅰ.組織

︱　C H A P T E R  6 　 ︱

内航総連合会の事業6
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平
成 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

323.04 624.70 661.99 713.98 785.97 747.96 855.00 803.88 753.87 697.86 661.05 724.00 605.24 572.03 527.90 460.52 380.00 329.71 247.80 165.10 117.94

借入金残高の推移

隻数 ㌧数 金額（円）

1,746 2,066,557 130,949,004,900

※暫定措置事業開始から平成28年3月末までの総計。

解撤等交付金（平成28年3月末制度終了）

隻数 ㌧数 金額（円）

1,934 4,398,782 140,458,694,923

建造等納付金（認定）

（億円）

年度平成

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（億円）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

① 船舶を建造等しようとする組合員は、新造船等の対象㌧数に応じて、建造等納付金を納付（既存の
自己所有船を解撤等し、代替建造等する場合は、建造する環境性能基準を満たすことを条件に納付
金を減額することも可）する。

② 納付される建造等納付金をもって、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの借入金を返済し
ている。

③ この事業は、収支が相償ったとき（令和4年度を見込む）に終了する。

　暫定措置事業は、昭和42年から船腹過剰対策として実施してきた船腹調整事業（スクラップ・アンド・ビルド方式）
の解消に伴う引当資格の消滅がもたらす経済的影響を考慮し、ソフトランディング策として、平成10年から導入し
たもので、必要な資金は全て業界の自助努力によってまかなっている。
　さらに、平成27年度で主要な事業であった解撤等交付金制度が終了し、平成28年度から環境性能基準や事業集
約制度を導入した、新しい建造等納付金制度による借入金返済のための枠組みへと移行した。

納付金の納付

資金の融資及び返済

内航総連合会
（暫定措置事業会計）

新たな船舶建造者

独立行政法人 鉄道建設・
運輸施設整備支援機構

内航海運暫定措置事業の状況
　暫定措置事業は、平成10年の開始以来21年を経過した。基本スキームであった自己所有船を解撤等した事業者に交
付金を交付する解撤等交付金制度については、平成27年度に終了し、約1,309億円が交付された。

　これに対して、本事業の所要資金の返済原資となる建造等納付金は、約1,405億円が納付された。
　納付金収入に直結する船舶建造は、長らく低調な状況が続いたが、近年は、輸送需要の変化や船齢の高齢化による代
替建造の活発化に伴い、船種毎に相違はあるが、建造量、納付金収入とも堅調に推移している。

被代替船を解撤等するもの
（納付金減額）

Ⅱ.内航海運暫定措置事業の概要
　このように、暫定措置事業の収支状況が改善されてきたことにより、ピーク時には855億円に達した本事業の借入金
も、平成30年度末時点では118億円まで減少してきている。

内航船員の現状
　内航船員は、平成30年10月時点で20,902名となっている。年齢構成を見ると、50歳以上が5割を超え、高齢
化が進んでいる。船舶の高齢化とともに船員の高齢化（2つの高齢化）が内航業界の重要な喫緊の課題となっており、
特に若年船員の安定的確保・育成に取り組んでいる。

Ⅲ.船員対策

︱C H A P T E R  6  ︱ 内 航 総 連 合 会 の 事 業
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① 内航船員の働き方改革
　内航船員の働き方改革が議論されることになった。内航業界として海上労働の特殊性を考慮した上で、幅広い観
点から議論し、荷主の協力・理解や行政の強い関与等適切に対応していく。

② 女性の活躍促進
　平成30年4月に国土交通省から公表された「女性船員の活躍促進に向けた女性の視点による提案」に基づき、
女性船員の活躍に向けた情報発信を行う。

③ 船員計画雇用促進支援事業
　新規卒業生等の船員未経験者を計画的に採用し、訓練を実施して船員の実務能力を向上させる事業者に助成
金を支給し、若年者の内航船への就職促進を図る制度である。この制度は（公財）日本船員雇用促進センター

（SECOJ）を介して実施している。

⑤内航未来創造プランに基づく各種検討会
　内航未来創造プランで設置された各種検討会において、内航業界の意見が反映されるよう述べていく。

④若年船員OJT 助成制度
　若年船員を初めて内航船に雇用して、OJT教育（船上教育訓練）を実施する事業者に助成金を支給し、若年船
員の早期育成を図る制度である。

⑥ 内航船乗船体験制度
　海上技術学校・海上技術短期大学校等の在学生を対象に、夏休み中の一週間程度の内航船による乗船体験を通
じて、内航船の理解を深め生徒・学生の学習意欲を促し、就職後の定着率の向上を図る制度である。この制度に
協力する事業者を支援している。

⑦ 内航船員育成奨学金制度の創設
　（公財）海技教育財団に内航船員育成奨学基金を拠出して、船員志望者の裾野の拡大や優秀な船員志望者の確保
に努めている。

⑧ 船員教育機関等への生徒・学生募集のための広報活動支援
　船員教育機関や関係団体等が実施する生徒・学生の募集のための広報活動等を支援している。

⑨ 船員募集活動への支援
　各地方の内航海運組合・内航船員確保対策協議会等の実施する船員確保対策活動等を支援している。
特に海事局が実施する海技者セミナーを支援するとともに、水産系高校や退職自衛官を対象にした就職セミナー
の開催、小中学を対象にした船舶を使った海洋教室・体験乗船等の実施に注力する。

⑩船員養成機関・水産系高校等との意見交換会
　（独）海技教育機構、水産系高校等との意見交換会や懇談会、並びに内航事業者/ 学校間の求人・求職情報の共
有化等を通じて、若年船員確保の裾野の拡大に努めている。

⑪船員確保の広報活動
　内航海運の一般国民への広報活動や、内航船員求人活動のためのDVD、各種ポスター、リーフレット等を制作
し、関係団体等の広報・求人活動を側面からも支援している。

■　 内航船員数の推移

平成 年
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■　 内航船員の年齢構成
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内航貨物船
船員年齢構成
平成30年10月1日現在

55～60歳未満  13.1%

60～65歳未満  14.8%

50～55歳未満  11.1%

65～70歳未満  9.8%

70～75歳未満  3.0%

75～80歳未満  0.7%

20歳未満  1.4%

80歳以上  0.1%

20～25歳未満  8.1%

35～40歳未満  6.7%

40～45歳未満  7.9%

45～50歳未満  9.0%

30～35歳未満  6.5%

25～30歳未満  7.7%

船員の安定的確保1
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① 社船実習制度の促進
　社船実習とは、内航船に乗船し、（独）海技教育機構の練習船では実施できない荷役実習等の実践的な訓練を受
けることで、実習の深度化・即戦力化が図れ、就職後すぐに内航船員として求められる知識・技術が早期に習得で
きる制度である。従って、社船実習（三級及び四級海技士資格用）には運航している船舶の協力が不可欠で、多く
事業者が参画できるよう支援している。

① 船員災害防止実施計画の推進
　船内における船員の安全確保と健康の維持向上を図るため、国は、船員災害防止基本計画を策定し、この基本
計画に基づき、船員災害防止実施計画を定めている。内航業界としてもこの実施計画に則り、船員の災害防止、
健康の増進及び安全の確保等と管理指導の周知、徹底により、船員労働環境の改善に努めている。

② 法律改正等の着実な周知
　国際労働機関（ILO）が制定した海上労働条約及び国際海事機関（IMO）が制定したSTCW 条約（船員の資格の
国際基準を定めた条約）の国内法化に伴い、更なる労働環境の改善となるよう船員法、船舶職員法等の法令改正の
着実な周知に努めている。

② 一般若年者から内航船員への就職の支援
　多様な人材が内航海運へ導入されるよう、船員養成機関卒業生以外の一般若年者からの内航船員への採用を促
進するため、海洋共育センターが実施する民間完結型6級海技士（航海・機関）養成課程の訓練船提供事業等に対
して支援している。

③ 内航海運アドバイザーの派遣
　（独）海技教育機構の要請に応じ、内航船経験者をアドバイザーとして練習船に派遣し、現場の知識・経験を教
育訓練に反映させている。

④ （独）海技教育機構の養成定員の拡大
　（独）海技教育機構の入学応募者数が増加傾向にあるため、養成定員の拡大を行政当局に要請している。

① 海洋汚染防止に関する取り組み
　船舶による海洋汚染の防止については、国際条約「MARPOL 73/78条約」によって世界規模での統一規制
が行われ、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に取り入れられている。
　国際条約（MARPOL条約）附属書Ⅴの改正により、同附属書で明確に許可されない全ての種類の廃棄物の海
洋への投棄が平成25年1月1日から禁止された。
　特に、海洋環境に有害な物質（貨物残留物等）の受け入れ施設や処理体制等については、今後適切に対応でき
るよう必要に応じ行政当局に要請する。
　平成30年第196回国会において「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」（シップリサイクル法）
が可決した。今後の発効後において、内航船舶に経済性を含めて過度の負担とならぬよう行政当局に働きかける。
　HNS条約の発効（バンカー条約とレックリムーバル条約は既に発効済み）と併せて、我が国による3条約批
准の予定につき行政当局と密接な情報共有をはかり、それらが船舶油濁損害賠償法等の国内法に取り入れられ
る際の内航海運への影響とメリットにつき整理して、関係者の理解と協力を要請する。

② 大気汚染防止に関する取り組み
　MARPOL条約上の窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）規制の国内法（海防法※）への取り入れに際しては、
内航海運事業者に過度の負担とならぬよう行政当局に理解を求める。
　特に2020年1月1日より適用開始となる硫黄酸化物（SOx）規制強化（使用燃料油の硫黄分0.5％以下）に
伴う低硫黄燃料油使用等への対応については、「燃料油環境規制対応連絡協議会」に参画する等、関係者と密接
に連携して情報を共有し、内航船舶が就航する各港で適合油が適正な価格で安定的に供給されるよう供給体制
について行政当局とともに調査して問題点の洗い出しを行い、適切な対応が行われるよう必要に応じて行政当
局に働きかけを行う。
※海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

　海洋環境の保護対策、大気汚染防止、省エネ対策及び輸送の安全確保等を推進する。

Ⅳ.環境・安全対策

船員教育の充実2

労働環境の改善3船員確保の広報活動制作物

海上技術学校練習船による海上実習
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④運輸安全マネージメント制度の導入
　運輸事業者の安全管理体制構築のための法律（運輸安全一括法）が制定され、平成18年10月の施行と同時に

「運輸安全マネージメント制度」が導入された。これにより、運送事業者は「安全管理規程」「運航基準」「事故処
理基準」の作成、さらに「安全管理統括者」を設置して、経営トップから現場まで一丸となった安全への取り組み
体制を構築した。
　本制度導入後は「運輸マネージメント評価」を受け、安全への取り組み体制の見直しを図っていく必要がある
ため、当総連合会としても、本制度が定着し、より実効性のある制度となるよう安全管理規程の見直しと啓蒙活
動に努めている。

① 地球温暖化など環境問題に対する意識が高まる中で、環境負荷の少ない物流のあり方として、トラックから内航
海運や鉄道へ輸送モードの転換を図るモーダルシフトが国民的な課題になっている。内航海運は、輸送原単位当
たりの二酸化炭素排出量がトラックに比べて大幅に優っているため、長距離輸送される貨物をトラックから内航
海運にシフトすることによって、環境問題の改善につながると期待される。また、エネルギー消費の効率性の点
でも内航海運は優れており、モーダルシフトは省エネの面でも有効である。更に最近ではトラック業界でドライ
バー不足が深刻になっており、従来はトラックで輸送されていた貨物の受け皿として内航海運が注目されてい
る。国土交通省は平成29年度に「海運モーダルシフト推進協議会」を立ち上げて、モーダルシフトの一層の推
進を目指しているので、当総連合会はそれに協力していく。

② 当総連合会では、国土交通省及び日本長距離フェリー協会と連携して、エコシップ・モーダルシフト事業を実施して
いる。これはモーダルシフトに貢献している企業を選定して、エコシップマークの使用を認定するとともに、特に貢
献の大きい企業を国土交通省海事局長が表彰することにより、モーダルシフト推進に向けて関係者の理解と協力を要
請するものである。この他にも、モーダルシフト等推進官民協議会、グリーン物流パートナーシップ会議などの各種
協議会や、日本物流団体連合会の活動への参画を通じて、モーダルシフトの理解の醸成に努めている。

Ⅴ.モーダルシフトの推進等

　日本経済は平成25年以降、景気の緩やかな回復局面が続いているが、内航海運では貨物船と油送船で明暗が分か
れる傾向にある。内航総連が主要オペレーターを対象に毎月行っている輸送量調査では、平成30年度の貨物船（油
送船を除く）の輸送量は前年度比1％増であったのに対して、油送船は前年度比3％減であった。貨物船では鉄鋼、
雑貨、自動車、セメントなどの品目で前年度を上回ったが、油送船は脱石油の傾向が広がっているため、ケミカルな
ど一部を除き、全体として前年度を下回るものとなった。
　一方、輸送能力の面では、内航海運は従来から船舶の老齢化と並んで、船員の高齢化という問題を抱えている。と
りわけ若年船員の不足は顕著で、今後、高齢船員の退職により事態はさらに深刻化して、輸送需要の動向次第では船
員不足による輸送障害の発生も懸念されるところである。安定的輸送の確保という点で、船員、特に若年船員の内
航海運への就労と定着を推進することが喫緊の課題であり、そのためには内航船員という職業を働き易く魅力のあ
るものにしなければならない。給与などの処遇だけでなく、船員労働の在り方そのものを見直して、改革していく
ことが求められている。平成29年度に国土交通省が新たに設置した「安定・効率輸送協議会」及びその下に設けら
れた鉄鋼、石油製品、石油化学製品の各部会において、船員問題について荷主とも認識を共有し、改善に向けて具体
的かつ実りある議論が行われることが期待される。
　船舶の老齢化に関しては、内航船の7割以上が法定耐用年数の14年を超える老齢船という状況が続いている。
船舶はメンテナンスが適切に行われていれば、法定耐用年数を超えても直ちに問題を生じるわけではないものの、
安全・環境面でのリスクや、輸送の信頼性低下を考えれば、老齢船の代替建造を早急に進める必要がある。そのた
めには、運賃・用船料が適切な水準に修復されるよう、荷主をはじめ関係者の理解と協力が欠かせない。当総連合
会では、運賃・用船料や内航船舶のコストを定期的に調査・分析して、その実態を客観的に把握し、代替建造促進等
に向けた環境整備に努めているが、上記の「安定・効率輸送協議会」及びその下の各部会で、この問題についても認
識の共有が進むことが望まれる。

Ⅵ.経営基盤強化

③ 産業廃棄物や循環資源を扱う静脈物流は、環境問題の観点から重要であるとともに、海上輸送へのモーダルシ
フトの新規分野と位置付けられるものである。当総連合会では従来から、港湾を核とした静脈物流システムの
構築を目指すリサイクルポート推進協議会に参画する等の活動を行ってきたが、今後も静脈物流の海上輸送の
推進を図る。

③省エネルギーと地球温暖化に関する取り組み
　改正省エネ法の周知と具体的な取組みの指導に努める。
　内航海運業におけるグリーン経営認証制度及び環境共創イニシアチブの支援事業を積極的に活用し、企業単
位としての環境保全、省エネ効果による二酸化炭素の削減及び改善活動が行われるよう同制度の周知に努める。
　日本経済団体連合会の「低炭素社会実行計画」に参画し、業界団体として数値目標の削減等について積極的に
取り組む。
　「物流分野におけるCO2削減対策促進事業」の一環として国土交通省海事局が「船舶における低炭素機器導入
事業」（環境省連携対策）を策定したので、内航海運事業者が同事業に参加するよう努める。
　環境共創イニシアチブの支援事業を積極的に活用し、企業単位としての環境保全、省エネ効果による二酸化炭
素の削減及び改善活動が行われるよう同制度の周知に努めるとともに、日本経済団体連合会の「低炭素社会実行
計画」に参画し、ボランタリープランとして令和2年度の二酸化炭素排出量の数値目標を立て、業界団体として
継続して取り組んでいる。

明石海峡を航行するRORO船
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① 外航船と同様に内航の日本船は極端に減少し、日本人船員も激減することとなり、国内物流の4割に上る産業
及び生活物資の安定輸送を外国船籍船、外国人船員に委ねることとなる。このことによって多くの船主および運
送事業者は、撤退を余儀なくされ、海技の伝承が困難となり、海洋国家の確立が危うくなることが懸念される。
② 大震災や有事の際に住民避難等のため必要があれば、国は海上運送法の航海命令、国民保護法の従事命令等を
出すことができるが、これは主権の及ぶ日本船であるからこそ可能なことである。

カボタージュ制度が緩和・廃止された場合の問題点

　今後、南海トラフ地震等の大規模な自然災害の発生が危惧される中で、国土交通省では東日本大震災等の経験を
踏まえ、大規模災害時の支援物資輸送に船舶を活用するよう施策を講じており、当総連合会は当局と連携し、当局の
施策が有効に機能するよう積極的に協力していく。また、国のみならず地方においても地方公共団体からの要請が
あれば、災害時の内航船による輸送協力等を内容とする災害協定の締結に積極的に応じる方針で、現在、東京都、高
知県、佐賀県、北海道、愛媛県、徳島県の６都道県と協定を締結している。
　疾病関係では新型インフルエンザの大規模な流行が懸念され、その対応も必要である。当総連合会は「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法」に則り、新型インフルエンザが発生した場合に政府の要請に基づいて緊急物資の輸
送等を行うことが可能となるよう、当局との調整に努める。

Ⅷ.災害対策等の実施

Ⅸ.広報活動

世界各国のカボタージュ制度
　世界の共通ルールとして、アメリカ合衆国、韓国・中国・インドを含むアジア諸国、ドイツ・フランス・イタリアを含むヨーロッパ諸国、
ブラジル・アルゼンチンを含む中南米諸国など、海岸線を有する殆どの国で実施されている。

　カボタージュ制度とは、自国の沿岸輸送、すなわち内航海運は自国船に限るというルールで、日本のみならず世界
的に広く取り入れられているものである。我が国では船舶法第3条の規定に基づき、「法律若しくは条約に別段の定
めがあるとき、外国籍船舶は海難若しくは捕獲を避けようとするとき又は国土交通大臣の特許を得たとき以外は、
日本国内の港間における貨物又は旅客の沿岸輸送を行うことが出来ない」こととしている。
　カボタージュ制度が多くの国々で長年にわたり守られているのは、国家の安全保障、地域住民の生活物資の安定輸
送、自国船員による海技の伝承、海事関連産業や地域経済の振興など、多方面でこの制度が必要かつ重要だからである。

Ⅶ.カボタージュ制度の堅持

 　また、東日本大震災の際には、福島原発事故の放射能汚染を恐れた一部の欧州船が東京への寄港を忌避し、神戸
で荷揚げしたため物流の現場が大混乱に陥ったことがあった。そのような状況下でも福島原発沖を航行して被災
地の港に燃料や支援物資を輸送したのは、日本人船員の乗り組んだ日本船である。

　平成30年5月に閣議決定された海洋基本計画では、安定的な国内海上輸送を確保するため、国際的な慣行である
カボタージュ制度を維持することが明記された。カボタージュ制度が、国家の安全保障と国民経済の安定にとって欠
かせないものであり、だからこそ、グローバルスタンダードとして世界の多くの国々で実施されている点が改めて確
認されたと言える。これを踏まえて、カボタージュ制度関係者をはじめ、広く国民一般にカボタージュ制度の必要性
が理解されるよう、一層の広報活動に努めたい。
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　広報活動の主なターゲットとして次世代を担う子供達に
据え、様々なイベント等に参加・協力し、内航海運を知って、
興味を持ってもらえるよう努めている。
　この一環として学研の協力を得て、全国の小学校へ内航
海運を題材にした子供向け冊子の無償贈呈をしている。
　また、（公財）日本海事広報協会を中心に、海事関係5団体
が協賛し、小学校の教育現場で実際に活用して頂く、「海運
と船と港の役割」を内容とする副教材を作成し、小学校へ無
償提供している。これまで、呉市、倉敷市、下関市、豊橋市で
実施。今回は、新潟市の全小学校を対象としている。
　この他、毎年開催されている「海フェスタ」「丸の内キッズジャンボリー」や、今治市で隔年開催されている「バリ
シップ」などに関係団体等と協力し、ブースを設ける等、様々な機会を捉えて、内航海運の啓蒙活動に努めている。
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